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　日本医師会では、平成18年度から厚生労働省委託により女性医師支援センター事業（旧：医師再就業支

援事業）を実施し、女性医師の勤務支援を通じて、医師全体の勤務環境の改善を図っております。

　今般、今後さらに女性医師の勤務継続および復職支援を実効あるものにするため、全国の病院に勤務す

る女性医師の現況を詳細かつ正確に把握することを目的に、平成20年度に実施したアンケート調査項目を

ベースに再度「女性医師の勤務環境の現況に関する調査」を実施することとなりました。

　調査票は、日本医師会より委託された調査会社（一般社団法人中央調査社）から既に各病院宛に直接送

付されていることとは存じますが、回答締切である３月31日（金）までに、一人でも多くの女性医師から

回答が得られますよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

　【お問合せ先】一般社団法人　中央調査社

　　　　　　　 電話：0120－90－0512　E-mail：josurvey@po.med.or.jp

　　　　　　　　（平日９：00 ～ 18：00）

「女性医師の勤務環境の現況に関する調査」協力のお願い

◇医療関連事業部◇

◆北海道産業保健総合支援センター◆

　平成27年12月から、常時使用する従業員に対してストレスチェックを実施することが事業者の義務とな

りました。

　そこで、ストレスチェック制度でお悩みの実施者、事業者、制度担当者の皆様へご案内です。

　◎労働者健康福祉機構では、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しました。

これにより、産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェッ

ク制度担当者などからのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取り扱いなどに関す

る相談にお答えします。

　
電話番号：全国統一ナビダイヤル　0570-031050　※相談は無料ですが、通話料がかかります。

受付時間：平日10時～ 17時(土曜、日曜、祝日、12月29日～１月３日は除く)　

◎厚生労働省では、今まで受付けた質疑につきまして、厚生労働省のホームページに「ストレスチェッ

ク制度関係Q&A」を掲載しております。

厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

ストレスチェック制度
サポートダイヤルおよびQ&Aのご案内


